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エグゼクティブ・サマリー 
n 欧州を中⼼に、脳神経関連権（neurorights）が脳神経倫理学のキーワードとして取り上げら
れている。 

o 直近では、欧州評議会⽣命倫理委員会が 2021 年 10 ⽉に公表したレポート “Common 

Human Rights Challenges Raised by Different Applications of Neurotechnologies in the 

Biomedical Fields” が、脳神経関連権を中⼼的に論じている。 

n これまで、脳神経倫理学は、脳神経科学とその応⽤にかかわる倫理的問題を論じてきた。し
かし、単なる「脳神経科学の倫理学」を超えて、脳神経科学とその応⽤によって顕在化した基
本的な倫理的問題を扱おうとする動きが⽣じた。そして、脳神経活動にかかわる特殊な⼈権、
すなわち脳神経関連権が提案された。 

n 具体的には、次の五つが脳神経関連権として提唱されている。 

o 認知的⾃由（cognitive liberty）の権利 

o 精神的プライバシー（mental privacy）の権利 

o 精神の不可侵（mental integrity）の権利 

o ⼼理的連続性（psychological continuity）の権利 

o 脳神経科学を応⽤した技術のために不平等や差別を受けない権利 

n 他⽅で、こうした諸権利を従来の⼈権から区別する意義がどれほどあるか（つまり、脳神経
関連権はいかなる意味で「新しい」のか）は、⽬下論争のさなかにある。 
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はじめに 
n 本ノートでは、主に欧州で脳神経倫理のキーワードとなっている脳神経関連権1（neurorights）
を取り上げて概説する。本ノートの⽬的は、脳神経関連権について近年蓄積されている議論
を整理・紹介することである。 

n 「脳神経関連権」の問題が提起された⽂書として、次のものがある。 

o この⾔葉は、欧州評議会⽣命倫理委員会が 2021年 10⽉に公表したレポート “Common 

Human Rights Challenges Raised by Different Applications of Neurotechnologies in the 

Biomedical Fields” で中⼼的に取り上げられている（Council of Europe 2021）。 

§ この⽂書で、脳神経関連権はおおむね「⼈間の脳や精神を保護するための根本的な
規範的規則」（Council of Europe 2021, p. 6）として理解される。 

o OECDが 2019年に公表した Recommendation of the Council on Responsible Innovation in 

Neurotechnology では、脳神経関連権という⾔葉こそ使われていないが、脳神経関連権を
めぐる議論と共通する問題提起がなされている（OECD 2019）。 

§ たとえば、認知的⾃由の保護（提⾔ 1）、プライバシーの保護（提⾔ 1・7）、脳神
経技術の悪⽤の防⽌（提⾔ 2・9）などがこれにあたる。 

o Neuroethics 誌に 2021年に掲載された論⽂ “Recommendations for Responsible Devel-

opment and Application of Neurotechnologies” では、脳神経関連権の確⽴が、10ある提
⾔のうち最初に挙げられている（Goering et al. 2021）。 

n 「脳神経関連権」は、近年の脳神経科学とその応⽤技術の発展に伴って⼤々的に検討される
ようになった問題である。しかし、従来の「⼈権」からわざわざ区別する意義は何か。脳や神
経に関連した⼈権は、どのような意味で新しいのか。これが「脳神経関連権」にまつわる問題
の⼀つの核である。 

 

1 ほかにも「神経権」「神経の権利」「ニューロライツ」などの訳語が考えられるが、本ノートでは neurorights を「脳神経関連権」と
訳す。まず、接頭辞 neuro- については、「脳」を含めるほうがより原義に忠実であるとの考えから「脳神経」とする（信原・原［2008, 
p. 342］も参照されたい）。次に rights については、本ノートで概説するとおり neurorights は単⼀の権利ではなくさまざまな権利を含
む包括的な呼び名（umbrella term）であり、そのことを⽰すために「関連権」とした。 



 

 
5 

n 本ノートでは、脳神経関連権についての英語圏の議論をごく簡単にまとめる。これにより、
脳神経関連権をとりまく国内の議論の⼟台作りと素材提供を⽬指す。 

o 第 1 節では、脳神経関連権がどのようなものであるかを説明する。ここでは、脳神経関
連権というアイデアがなぜ必要とされたか、および、具体的にどのような「権利」が想定
されているかを⽰す。 

o 第 2節では、脳神経関連権というアイデアに対する評価を賛否両⾯からみる。 

o 第 3節では、脳神経関連権をとりまく世界の動きを簡単に紹介する。 

1. 脳神経関連権の概要 
脳神経関連権（neurorights）という語の初出は、マルチェロ・イェンカとロベルト・アドルノ
のブログ記事（Ienca & Adorno 2017a）であるとされる。その後、同じ著者の論⽂（Ienca & Adorno 

2017b）で本格的に主張が展開された。 

1.1節では、この概念が脳神経倫理学において占める位置付けを確認する。1.2節では、具体的
に脳神経関連権の内容をみる。 

1.1. 脳神経関連権というアイデアの意義 

n 脳神経倫理学2は、1990年代以後、次のような問題を論じてきた（Ienca 2021, p. 2）。 

o 認知エンハンスメント（cognitive enhancement）は許容可能か？ 

o 脳神経科学の知⾒により、道徳的責任や法的責任についての考え⽅が変わるか？ 

o 脳の活動を可視化することは許容可能か？ 

o 脳神経科学の知⾒を法廷で証拠として使うことはできるか、また許容可能か？ 

 

2 ⽇本語で読める脳神経倫理学（neuroethics）の概説的⽂献として、たとえば佐倉・福⼠（2007）や信原・原（2008）がある。なお、
実際には、脳神経倫理学だけでなく脳神経法学（neurolaw）もこうした問題を扱ってきた。法学・脳神経法学については本ノートでは扱
わない。⽇本語で読める数少ない脳神経法学の⽂献として⼩久保（2020）がある。（同⽂献では「神経法学」の訳語を使っている。） 
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n このような従来の脳神経倫理学の議論に対して、単に脳神経科学という個別科学について倫
理的・法的観点から検討するのではなく、脳神経科学とその応⽤によって顕在化した基本的
な倫理的・法的問題を扱う動きが⽣じてきた。 

o 実際に指摘されている「基本的な問題」を 1.2節で説明する。 

o この「基本的な問題」への対応として提唱されたのが、脳神経活動にかかわる特殊な⼈
権、すなわち脳神経関連権（neurorights）である。 

§ これはおおむね「⼈間の脳や精神を保護するための根本的な規範的規則」（Council 

of Europe 2021, p. 6）として理解される。 

o 他⽅で、「脳神経関連権」を新しい「⼈権」として取り⽴てて論じる意義が本当にあるの
かどうかも懸念されている（Ienca 2021, p. 9）3。 

1.2. 脳神経関連権の概要 

⼤きく分けて次の五つのことが問題となる。 

n 認知的⾃由（cognitive liberty） 

n 精神的プライバシー（mental privacy） 

n 精神の不可侵（mental integrity） 

n ⼼理的連続性（psychological continuity） 

n 差別や不平等の問題 

以下では、この五つの問題を簡単にみる。なお、どの権利についても、それが不可侵の（絶対
的な）権利なのか、それとも状況によって制限されうる（相対的な）権利なのかという問題が⽣
じる（Ienca & Adorno 2017b）。 

 

3 本ノートの 2節もみよ。 
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1.2.1. 認知的⾃由（cognitive liberty） 

n 認知的⾃由の権利には、次の⼆つの権利が含まれるとされる4（Bublitz 2013; Ienca & Adorno 

2017b; Ienca 2021）。 

o 脳神経科学を応⽤した技術を⾃由に使う権利 

o 脳神経科学を応⽤した技術による影響を強制的に受けさせられない権利 

n 認知的⾃由は、より明確に精神的⾃⼰決定（mental self-determination）とも呼ばれる。認知
的⾃由が他のあらゆる⾃由の前提条件だと考える論者もいる5（Sententia 2004; Bublitz 2013）。 

o 例：「⾃らの意識および電気的・化学的な思考プロセスをコントロールする権利と⾃由
は、他のあらゆる⾃由にとって必要不可⽋の基盤である」（Sententia 2004, p. 227）。 

o このような考えに則れば、認知的⾃由の権利は他の権利よりも基礎的であり、他の権利に
還元できない。それゆえ独⾃の権利として認めるべきである（Ienca & Adorno 2017b）。 

n 認知的⾃由と関連の深い倫理学的論点として、思想の⾃由（freedom of thought）がよく⾔及
されている（Ienca 2021, pp. 6‒7; Council of Europe 2021, pp. 55‒57）。 

o 認知的⾃由は、脳神経科学の発展を考慮に⼊れて思想の⾃由をアップデートしたものと
考えられている（Sententia 2004, pp. 222‒23）。そのため、認知的⾃由は、従来の「思想
の⾃由」では想定されていなかった⼼理的・精神的活動への介⼊にかかわる（Farahany 

2019; ⼩久保 2020）。 

1.2.2. 精神的プライバシー（mental privacy） 

n 精神的プライバシーの権利は、⼼理的・精神的活動にかかわるデータを保護する権利である
（Shen 2013; Ienca & Adorno 2017b; Yuste et al. 2021; Goering et al. 2021）。 

o 近年の⽂脈では、これは脳神経データ（neurodata）の保護とよく同⼀視される。 

 

4 Yuste et al. (2021, p. 160) の “human agency” についての主張は、⾔葉遣いこそ違うが、実質的に認知的⾃由と同様の主張である。 
5 認知的⾃由を、そもそも脳神経関連権と呼ばれるさまざまな権利の根底にあるものとして理解する論者すらいる（Sommaggio et al. 

2017）。 
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o ただし両者を区別する場合もある。区別する場合には、脳神経データの保護はそのまま脳
神経プライバシー（neuroprivacy）と呼ばれる6（Council of Europe 2021, p. 59; cf. Wolpe 

2017）。 

n 脳神経データは、なぜ既存の個⼈情報保護制度では⼗分に保護できないのか。その理由とし
て、たとえば次のものが挙げられている7（Council of Europe 2021, pp. 39‒42; Ienca et al. 2021）。 

o 脳神経データは、現在の匿名加⼯技術では、仮に匿名加⼯しても容易に再び個⼈と紐付け
られる（re-identifiable）可能性がが危惧されいる。そのため次の問題が⽣じる。 

§ 欧州⼀般データ保護規則（General Data Protection Regulation: GDPR）のような従
来のデータ保護規制は、匿名データには適⽤されない。したがって、容易に個⼈と
紐付けられうる「匿名化された脳神経データ」が、従来の規制の対象外となる。 

§ データ提供者からの申し出で⼀部のデータを匿名加⼯しても、残った⾮匿名データ
を使うことで再びデータ提供者と紐づけられる可能性が検討されている。したがっ
て「忘れられる権利」の保護が難しくなる。 

o 脳神経データには、データ提供者の意識的活動だけでなく無意識的活動のデータも含ま
れる。そのため次の問題が⽣じる。 

§ データ提供者は、どのようなデータが取得されたかを完全に把握できない。したが
って「忘れられる権利」の保証が難しくなる。 

§ データ提供者は、どのようなデータが取得されたかを完全に把握できない。したが
って、⽬的に合ったデータのみを提供するということができない。 

n 精神的プライバシーと関連の深い倫理学的論点として、通常の意味でのプライバシーの権利
が挙げられる（Ienca 2021, 7; Council of Europe 2021, pp. 58‒59）。 

 

6 両者は包含関係にない。つまり、脳神経活動とは関係のない精神的プライバシーや、精神的活動とは関係のない脳神経プライバシー
がある。たとえば Council of Europe (2021, 58) の図を参照されたい。 

7 脳神経活動データの特性に由来する懸念として、プライバシー以外では次のものが挙げられている（Ienca et al. 2021）。 

§ 脳神経活動データは、そもそも主に研究・統計のために取得される。しかし、GDPRのような従来の規制は、たとえ⺠間企
業であっても研究・統計のためのデータ取得については規制を緩めている。 

§ GDPRのような従来の規制は、個⼈のデータについての規制であった。しかし、脳神経活動データを集積・分析することで、
⼀部の⼈々が脳神経活動という⾯で共通点をもつことが知られ、その集団に対する差別を起こす可能性がある。 
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o このほか、刑事裁判における被告⼈の権利を保証するためにも、精神的プライバシーの権
利が重要だとされる8（Ienca & Adorno 2017b, p. 16; Council of Europe 2021, p. 30）。 

1.2.3. 精神の不可侵（mental integrity） 

n 精神の不可侵の権利は、精神的活動に対する有害な介⼊から個⼈を守るための権利である9

（Ienca & Adorno 2017b）。 

o 精神の不可侵は⾝体の不可侵（physical integrity）と対⽐される。⾝体の不可侵の権利が
物理的危害からの保護を⽬的とするのと同様に、精神の不可侵の権利は精神的危害から
の保護を⽬的とする。 

n 精神の不可侵の権利そのものは、実際には脳神経科学の発展に先⽴って既に主張されてきた。
しかし、そのカバー範囲の拡張が求められている（Ienca 2021, pp. 7‒8; Council of Europe 2021, 

pp. 59‒61）。 

o たとえば、EU基本権憲章は、第 3条で「何⼈も、⾃⼰の⾝体・精神の不可侵の尊重に対
する権利を有する」と定めている10。 

o これまで「精神の不可侵」で想定されてきたのは、⾝体の不可侵からの類推で、メンタル
ヘルスや精神科医療へのアクセス確保であった。しかし、脳神経科学とその応⽤によっ
て、「精神的活動に対する有害な介⼊から個⼈を守る」ことがより直接的に求められるよ
うになった。 

§ 典型的なのは、脳コンピュータ・インタフェース（BCI）や経頭蓋直流電気刺激装置
（tDCS）のハッキングからの保護である（Ienca & Haselager 2016; Ienca & Adorno 

2017b, pp. 17‒19）。 

 

8  黙秘権（the right to remain silent）や⾃⼰負罪拒否特権（the privilege against self-incrimination）にかかわる。⼼理的・精神的活動
にかかわるデータや脳神経データを、指紋のような⽣体データと同様に強制的に採取してよいのか、それとも証⾔と同様に強制的に得て
はいけないのか、これが問題となる。 

9 「精神の不可侵」という語は、論者によっては認知的⾃由に近い意味で使われる（Lavazza 2018）。 
10  “Everyone has the right to respect for his or her physical and mental integrity.” European Union, Charter of Fundamental Rights of the 

European Union, 26 October 2012, 2012/C 326/02, available at: https://www.refworld.org/docid/3ae6b3b70.html/ (2021年 12⽉ 30⽇アク
セス). ⽇本語訳は筆者⾃⾝によるが、衆議院憲法調査会（2004）を参考にした。 
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§ 対象者の記憶を操作する（⼀部の記憶を消したり強めたりする）技術の研究が進ん
でいる。仮にこれが実⽤化された場合にも、有害な介⼊からの個⼈の保護が問題と
なる（Ienca & Adorno 2017b, p. 19）。 

n 「悪⽤11」の防⽌は、どのような新技術にも共通する課題である。しかし、⼈間にとって重要
な精神活動に影響を与える点で、脳神経科学の知⾒の「悪⽤」の防⽌には⼀層の注意が求め
られる（Goering et al. 2021, p. 377）。 

1.2.4. ⼼理的連続性（psychological continuity） 

n ⼼理的連続性の権利は、⾃らの精神⽣活を第三者によって合意なく改変されない権利である
（Ienca & Adorno 2017b）。 

o たとえば、⾃らの選好（preferences）を勝⼿に変えられない権利12がここに含まれる。 

o 好みや⾔動や性格が時間を通じて⼀貫した⼈間であり続けることを、この権利は保障す
る。 

n ⼼理的連続性の権利は、精神の不可侵の権利とは異なる。 

o 仮に第三者による改変が有害でない場合でも̶̶たとえ対象を「より幸福に」改変する場
合でも̶̶⼼理的連続性を侵害することになる13（Ienca & Adorno 2017b, p. 22）。 

o ⾁体／精神の不可侵権は「アイデンティティ権」（Yuste et al. 2021）と呼ばれることが
ある。アイデンティティ権は、⼼理的連続性の権利の実質的な前提条件とされる（Ienca 

2021, 8; Council of Europe 2021, pp. 61‒62）。 

 

11 デュアルユース⼀般については河村・標葉（2020）をみよ。脳神経科学の軍事応⽤への懸念については Ienca & Adorno (2017b, pp. 
18–19) や Council of Europe (2021, p. 62) をみよ。 

12 これは操作（manipulation）にかかわる。操作の倫理学的論点については⽯⽥（2021）をみよ。 
13 別の典型例として、対象を「より道徳的に」改変すること（強制的な道徳エンハンスメント）は、⼼理的連続性の権利の侵害にあた
る。たとえば、再犯可能性の⾼い重犯罪者について、当⼈の⼼理的連続性の権利を制約してでも道徳エンハンスメントを施すことが許容
されるかもしれない。他⽅で、同様のことが政府・治安機関・諜報機関に悪⽤される可能性に鑑みて、どのような場合に⼼理的連続性の
権利の制約が許容されるかは慎重に議論する必要がある（Ienca & Adorno 2017b, p. 23）。 
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1.2.5. 分配的平等と差別の問題 

n 上述の四つの権利のほか、脳神経科学に特有ではない権利が⼆つ考えられる14（Yuste et al. 

2021; Ienca 2021; Council of Europe 2021; Goering et al. 2021）。 

o 公正なアクセスを得る権利：脳神経科学を応⽤した技術などに平等にアクセスできる権
利15 

o 差別を受けない権利：脳神経活動のありかたを理由とした不利益処遇（脳神経差別: neuro-

discrimination）を受けない権利 

2. 脳神経関連権への評価と課題 
脳神経関連権というアイデアに対して、賛否双⽅の評価がなされている。 

n Cascio (2017) は、脳神経関連権というアイデアが適切な問題提起だとしつつ、これが制度化
された場合に⽣じそうな論点を挙げている。 

o たとえば、親は⼦供の脳神経活動にどれほど介⼊してよいか、社会的利益（たとえば犯罪
防⽌）の観点から極めて重要な脳神経エンハンスメントがある場合にそれを拒否すること
はどのような場合に許容されるか、こうした問題が⽣じると指摘されている。 

n Pizzetti (2017) は、脳神経関連権と実質的に同様のアイデアを⽤いて「世界脳神経科学⼈権宣
⾔（Universal Declaration on Neuroscience and Human Rights）」を提唱している16。 

n Yuste et al. (2017), Yuste et al. (2021), Goering et al. (2021) は、研究者コミュニティに向けて
脳神経関連権というアイデアを肯定的に紹介している。 

 

14  他の四つの脳神経関連権が主に医療や学術研究の⽂脈で考えられてきたのに対して、アクセス公正性と反差別は、主に AIの商業利
⽤との関連で論じられてきた（Ienca 2021, p. 8）。 

15 もしかすると、たとえば障害者の実質的
．．．

機会平等の実現のために、そうした機会平等に資するような技術の開発がそうでない技術の
開発に優先されるかもしれない（Council of Europe 2021, p. 63）。 

16 おそらく、これは世界⼈権宣⾔（Universal Declaration of Human Rights）のもじりである。 
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n Sommaggio et al. (2017), Nawrot (2019), Sommaggio & Mazzocca (2020) は、主に認知的⾃由
の位置付けに注⽬して、脳神経関連権を批判的に検討している。たとえば以下のような論点
が指摘されている。 

o 認知的⾃由の権利は、脳神経関連権の単なる⼀要素ではなく、他の脳神経関連権の根底・
前提条件という特殊な役割をもつのではないか？（Sommaggio et al 2017; Sommaggio & 

Mazzocca 2020） 

o 認知的⾃由の権利が⼀定程度侵されることは、脳神経科学を応⽤するにあたってある程
度は前提とされていないか。そうであれば、認知的⾃由の権利を全⾯的に保護するのは不
可能であり、それを⼈権として扱うことに意義はあるか？（Nawrot 2019） 

脳神経関連権については、2021 年現在、少なくとも以下の課題について積極的な論争がなさ
れている（Ienca 2021, pp. 8‒9; Council of Europe 2021, pp. 66‒69）。 

n 脳神経関連権は、法的権利か、それとも道徳的権利か？ 

n 脳神経関連権を制度化するとして、宣⾔（declarations）のような拘束⼒のないものとするべ
きか、条約（conventions）のような拘束⼒が必要か？ 

o 不遵守・違反にはどのように対応するべきか？ 

n 脳神経科学とその応⽤のガバナンスに必要なのは、脳神経関連権だけではない。それでは、
脳神経関連権と他の考慮事項との折り合いをどのようにつけるか？ 

n 脳神経関連権は、従来の「⼈権」から区別される真に新しい⼈権か？ 

o 新技術の発展によって新しい⼈権の是⾮が問題になることそのものには、遺伝⼦研究とい
う前例がある17。 

§ ヒトの遺伝情報の研究が進み、それを応⽤できるようになったことで、たとえば「⾃
分の遺伝情報を知らないでいる権利」や「保険契約において遺伝情報差別を受けな
い権利」が問題となった。 

 

17 実際に、脳神経関連権を提案する⽂献では、しばしば遺伝⼦研究との対⽐で脳神経関連権の確⽴・保護が主張される（Ienca & Adorno 
2017b, 7–8; Council of Europe 2021, p. 38）。 
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§ 代表的な提⾔として、1997年の「ヒトゲノムと⼈権に関する世界宣⾔18」や 2003年
の「ヒト遺伝情報に関する国際宣⾔19」が知られる。 

o 論点 1：望ましいものをすべて「⼈権」と呼んでしまうと、⼈権概念がもつ規範的な重み
が失われる（権利のインフレーション）。 

o 論点 2：あるものが「⼈権」であるための要件について、倫理学・法哲学での議論の蓄積
がある（e.g. Nickel 2021）。ここまで脳神経関連権と呼ばれてきたものも、これに照らし
て検証する必要がある。 

3. 脳神経関連権についての国際的な動き 
脳神経関連権は、欧州を中⼼として脳神経倫理のキーワードとなっている。現在では、以下の
ような活動がみられる。 

n 欧州評議会⽣命倫理委員会は、2021 年 10 ⽉に公表したレポート “Common Human Rights 

Challenges Raised by Different Applications of Neurotechnologies in the Biomedical Fields” 
で、脳神経関連権を中⼼的に取り上げている（Council of Europe 2021）。 

n OECDが 2019年に公表した Recommendation of the Council on Responsible Innovation in 

Neurotechnology では、脳神経関連権という⾔葉こそ使われないが、部分的に同様の問題提
起がなされている（OECD 2019）。たとえば、認知的⾃由の保護、プライバシーの保護、脳神
経技術の悪⽤の防⽌などがこれにあたる。 

n OECDは、2019年のワーキングペーパー “Responsible Innovation in Neurotechnology Enter-

prises” でも、同様の問題提起をしている（Garden et al. 2019, pp. 18‒19）。 

 

18 UN Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO), Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights, 11 
November 1997, available at: https://www.refworld.org/docid/404226144.html/ (2021 年 12 ⽉ 30 ⽇アクセス). ⽂部科学省による仮訳: 
https://www.mext.go.jp/unesco/009/1386506.htm/ (2021年 12⽉ 30⽇アクセス). 

19 UN Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO), International Declaration on Human Genetic Data, 16 October 2003, 
available at: https://www.refworld.org/docid/4042241f4.html/ (2021 年 12 ⽉ 31 ⽇ ア ク セ ス ). ⽂ 部 科 学 省 に よ る 仮 訳 : 
https://www.mext.go.jp/unesco/009/1386539.htm/ (2021年 12⽉ 30⽇アクセス). 
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n 脳神経関連権にかんするシンクタンクとして、コロンビア⼤学に拠点をおく The NeuroRights 

Foundation が知られている20。 

n 脳神経関連権を法的に規定した例としてチリが知られる（Ienca 2021）。 

o これを批判的に論じる⽂献として Zúñiga-Fajuri et al. (2021) がある。 

o この論⽂は、まだ萌芽的段階にある科学技術の規制は実定法（ハードロー）ではなく各種
ガイドラインのようなソフトローでおこなうべきであり、チリのように脳神経関連権をい
きなり憲法に含めるべきではなかったと論じている。 

おわりに 
n 本ノートでは、脳神経倫理のキーワードである脳神経関連権（neurorights）につき、近年蓄
積されている議論を整理・紹介した。 

n 脳神経関連権として提案されているものには、認知的⾃由権や精神の不可侵権など、異なる
様々な「権利」が含まれる。また、これらを「脳神経関連権」という新しい⼈権として包括的
に論じる意義がどれほどあるかは、今後の更なる検証が必要な課題として、いまもなお積極
的な議論がなされている。 
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